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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の非回転部に固定された鋳鉄製のキャリアと、車輪と一体に回転するディスクの両
側に配置されかつ該ディスクの軸方向に移動自在に前記キャリアにより支持された一対の
パッドと、前記一対のパッドをまたぐように設けられて該一対のパッドを前記ディスクの
両面に押圧するキャリパとを備えてなり、
　前記キャリアは、前記ディスクに対してディスク軸方向の車体内側には前記ディスク周
方向に離間して配置される一対のインナーアームと、前記ディスクに対してディスク軸方
向の車体外側には前記ディスク周方向に離間し前記インナーアーム部材と対向して配置さ
れる一対のアウターアームと、前記ディスクを挟んで対向する各インナーアームとアウタ
ーアーム同士を前記ディスクの外周を跨いで一体的に連結するディスクパス部と、前記イ
ンナーアームのディスク径方向の内側で前記インナーアーム同士を連結し前記非回転部に
固定するための取付穴を有して前記インナーアーム及びアウターアームの幅よりも長く形
成されたインナービームと、該インナービームに対して前記ディスクを挟んで対向し前記
アウターアームのディスク径方向の内側で前記アウターアーム同士を連結するアウタービ
ームとからなる車両用ディスクブレーキにおいて、
　前記キャリアの不拘束振動モードのうちの、前記キャリアの長手方向の前記ディスク軸
線と平行な第１の軸線を中心として、前記パッドの制動トルクを受ける前記キャリアの前
記インナーアーム及びアウターアーム同士が拡開して振動する曲げモードと、キャリアの
長手方向を第２の軸線とし、前記パッドの制動トルクを受ける前記キャリアの前記インナ
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ーアーム及びアウターアームが前記第２の軸線まわりにディスクの回入側と回出側とで逆
向きに回動して振動するねじれモードとのそれぞれの固有振動数の差を３００Ｈｚ以上に
広げたことを特徴とするディスクブレーキ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両等の制動用に用いられるディスクブレーキに関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車等の車両の制動装置としてディスクブレーキが用いられるが、このディスクブレー
キは、車輪と一体的に回転するディスクの両側に一対のブレーキパッドを設け、この一対
のブレーキパッドを車体の非回転部分に固定して設けたキャリアによってディスク軸方向
に移動可能に支持し、ブレーキペダルが操作（踏み込み）されたときには、前記キャリア
によってディスク軸方向に移動可能に支持された一対のブレーキパッドをそれぞれディス
クに押しつけ、これにより、回転するディスクに制動力を与えるものである。
上述のようなディスクブレーキにおいては、ブレーキパッドをディスクに押しつけ作動さ
せると、ディスクブレーキから鳴き音が生じることがある。このブレーキ鳴き音は、耳障
りでありドライバーに不快感を与えるため、その対策が求められている。
【０００３】
ところで、本願発明者等は、上記ディスクブレーキについて鳴き評価試験を行い、そのブ
レーキ鳴き音を分析した。その結果、低周波領域（例えば、１．８ｋＨｚ）の鳴き音につ
いては、キャリアの振動の寄与がディスクブレーキの他の各部の振動に比して大きいこと
を見いだした。これから、上記所定低周波の鳴き音については、キャリアの振動が大きく
影響していることが推定される。
【０００４】
そして、このキャリアは、ディスクに対してディスク軸方向の車体内側（インナー側）に
、ディスクの両側に配置された一対のブレーキパッドのうちインナー側のブレーキパッド
のディスク軸方向の移動を案内するためのガイド部が形成されたインナーアーム部を、デ
ィスクの周方向に離間させて当該ガイド部同士が対向するように一対配置し、また、ディ
スクに対してディスク軸方向の車体外側（アウター側）には、ディスクの両側に配置され
た一対のブレーキパッドのうちアウター側のブレーキパッドのディスク軸方向の移動を案
内するためのガイド部が形成されたアウターアーム部を、ディスクの周方向に離間させて
当該ガイド部同士が対向するように、かつディスクを挟んで前記インナーアーム部とも対
応するように一対配置してなり、各インナーアーム同士はディスク径方向の内側でインナ
ービームによって接続され、各アウターアーム同士はディスク径方向の内側でアウタービ
ームによって接続されているとともに、ディスクを挟んで対応する一のインナーアームと
アウターアーム同士は、ディスク外周を跨ぐディスクパス部によって接続された構成とな
っている。
そして、このように構成されたキャリアは、インナービーム部に形成された取付穴にボル
ト通し、車体の非回転部分のナックルに固定されるようになっている。
そのため、従来、このような構成からなるキャリアに施すブレーキの鳴き対策としては、
キャリアの変形の大きい部分を補強してキャリアの剛性を上げることが知られているが（
特開平７－２５９９０１号公報参照）、この対策案は、上記所定低周波の鳴き音において
キャリアの振動が大きく影響しているということを考え合わせると、振動自体を抑えられ
ることから、十分にその効果を発揮することが予想される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、実際には、このようなキャリアの一部を補強するという振動対策を施して
も、低周波のブレーキ鳴き音が減少しない場合があった。
これについて、本願発明者等はさらに鋭意研究を行った結果、キャリアの振動の寄与によ
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るブレーキ鳴きは、キャリアの振動に複数の基本振動モードが混在し、それらが互いに影
響し合うことで生じていたことを突き止めた。つまり、キャリアＺの基本振動モードには
、図１０（ａ）に示すキャリアの長手方向Ｌａを軸線とし、ディスクパス部によって接続
されたブレーキパッドの制動トルクを受けるインナーアーム及びアウターアームがその軸
線Ｌａまわりに図中矢示したようにディスクの回入側と回出側とで逆向きに回動して振動
するねじれモードと、図１０（ｂ）に示すキャリアの長手方向Ｌａに直交するディスク軸
線と平行な軸線Ｌｂを中心として、ディスクパス部によって接続されたブレーキパッドの
制動トルクを受けるインナーアーム及びアウターアームが拡開して振動する曲げモードが
混在し、これらが互い影響し合うことで、キャリアＺが自励振動を起こしていることがわ
かった。
【０００６】
より具体的に言うと、従来のキャリアＺへの補強による鳴き対策が施されたにもかかわら
ずブレーキ鳴きがあまり解消されないディスクブレーキについて、キャリアの調査を行っ
てみると、補強した後の曲げモードとねじれモードとのキャリアの固有振動数の差が、補
強される前のものに比べて小さくなっており（後に説明する）、複数の基本振動モードが
互いに影響し合うことによる自励振動の抑制にはあまり寄与していないことがわかった。
なお、図１０において、Ｄは制動対象となるディスクを示す。
【０００７】
本発明は、上記知見に基づきなされたものであり、他の部品等を付加することなく、また
コストや重量をアップすることなく、低周波のブレーキ鳴きを大幅に低減させることがで
きるディスクブレーキを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明のディスクブレーキは、車両の非回転部
に固定された鋳鉄製のキャリアと、車輪と一体に回転するディスクの両側に配置されかつ
該ディスクの軸方向に移動自在に前記キャリアにより支持された一対のパッドと、前記一
対のパッドをまたぐように設けられて該一対のパッドを前記ディスクの両面に押圧するキ
ャリパとを備えてなり、前記キャリアは、前記ディスクに対してディスク軸方向の車体内
側には前記ディスク周方向に離間して配置される一対のインナーアームと、前記ディスク
に対してディスク軸方向の車体外側には前記ディスク周方向に離間し前記インナーアーム
部材と対向して配置される一対のアウターアームと、前記ディスクを挟んで対向する各イ
ンナーアームとアウターアーム同士を前記ディスクの外周を跨いで一体的に連結するディ
スクパス部と、前記インナーアームのディスク径方向の内側で前記インナーアーム同士を
連結し前記非回転部に固定するための取付穴を有して前記インナーアーム及びアウターア
ームの幅よりも長く形成されたインナービームと、該インナービームに対して前記ディス
クを挟んで対向し前記アウターアームのディスク径方向の内側で前記アウターアーム同士
を連結するアウタービームとからなる車両用ディスクブレーキにおいて、前記キャリアの
不拘束振動モードのうちの、前記キャリアの長手方向の前記ディスク軸線と平行な第１の
軸線を中心として、前記パッドの制動トルクを受ける前記キャリアの前記インナーアーム
及びアウターアーム同士が拡開して振動する曲げモードと、キャリアの長手方向を第２の
軸線とし、前記パッドの制動トルクを受ける前記キャリアの前記インナーアーム及びアウ
ターアームが前記第２の軸線まわりにディスクの回入側と回出側とで逆向きに回動して振
動するねじれモードとのそれぞれの固有振動数の差を３００Ｈｚ以上に広げたことを特徴
とする。
　このディスクブレーキでは、ねじれモードと曲げモード相互の固有振動数の差が大きく
なっているので、キャリアの基本振動モードが互いに影響し合うことで自励振動が大きく
なるといった現象を未然に防止できる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
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図１～図４は本発明に係るディスクブレーキの実施の形態を示す。図１はディスクブレー
キの正面図であり、図中符号１は車両の非回転部に固定されるキャリアを示す。このキャ
リア１には、図２に示すように車輪と一体に回転するディスク３の両側に位置するように
配置されたブレーキパッド２，２が、ディスク軸方向に移動可能に支持されている。図１
において、２ａ，２ａはパッドガイドで、後述のキャリア１に形成されたガイド部に嵌合
され、パッド２，２のディクス軸方向の円滑な移動を案内する。また、キャリア１には、
キャリパ６が図示せぬスライドピン機構によってディスク軸方向に移動自在に設けられて
いる。
【００１１】
　キャリパ６は、ディスク３に対してディスク軸方向の車体内側（インナー側）にはシリ
ンダ６ａが形成され、シリンダ６ａ内には図示せぬブレーキペダルが踏み込まれるとシリ
ンダ６ａ内に供給されるブレーキ液によってディスク３側に移動し、インナー側のパッド
２をブレーキディスク３のインナー側盤面を押圧するように移動させる、ピストン５が内
蔵されている。
　また、キャリパ６は、前記ディスク３の外周側を跨いでディスク軸方向の車体外側（ア
ウター側）にも延び、爪６ｂがディスク径方向内側に延びるように形成され、アウター側
のパッドの背面（ディスク３と反対側の面）に当接している。
　したがって、図示せぬブレーキペダルが踏み込まれると、ピストン５がインナー側のパ
ッド２をディスク３に押圧し、その際の反作用でキャリパ６がキャリア１に対してインナ
ー側に相対移動し、爪部６ｂがアウター側のパッド２をディスク３のアウター側盤面に押
圧して、パッド２，２でディスク３を両側から挟持することにより、制動力が発生するよ
うになっている。
【００１２】
　前記キャリア１は、図４にその概略を示すように、ディスク３のインナー側に、ディス
ク周方向に離間して配置された一対のインナーアーム１ａ，１ａと、ディスク３のアウタ
ー側に、ディスク周方向に離間して前記インナーアーム１ａ，１ａと対向するように配置
されたアウターアーム１ｂ，１ｂとを備え、インナーアーム１ａ，１ａ、およびアウター
アーム１ｂ，１ｂには、それぞれディスク弦方向に対向するように一対のガイド部１ａｇ
，１ａｇ，１ｂｇ，１ｂｇが形成され、前述したパッドガイド２ａ，２ａが嵌合されるよ
うになっている。そして、ディスク３を挟んで対向する各インナーアーム１ａとアウター
アーム１ｂ同士は、ディスク３の外周を跨ぐように配置されたディスクパス部１ｃ，１ｃ
によって一体的に連結され、また、各インナーアーム１ａ，１ａ同士はディスク径方向の
内側でインナービーム１ｄによって一体的に連結され、各アウターアーム１ｂ，１ｂ同士
はディスク径方向の内側でアウタービーム１ｅによって一体的に連結され、インナーアー
ム１ａ，１ａ、アウターアーム１ｂ，１ｂ、インナービーム１ｄおよびアウタービーム１
ｅは、ディスク軸方向およびディスク周方向からみて図１および図３に示すようにコ字状
となっている。そして、このように構成されてなるキャリア１は、インナービーム１ａに
形成された取付穴１ｆにボルトを通し、車体の非回転部分としてのナックルに固定される
ようになっている。
【００１３】
そして、取付穴１ｆによって車体の非回転部分としてのナックルに固定される、キャリア
１の唯一の固定部分としてのインナービーム１ｄの断面形状は、図３に示すように、上下
に大フランジ部１０ａ，１０ｂを有するとともにその中央に小フランジ部１０ｃを有し、
それらがリブ１０ｄで互いに連結されてなる「王」の字状になっている。
ここで、比較のため、図１１に従来のキャリア２０のインナービーム（内側のビーム）２
１を示す。この従来のキャリア２０のインナービーム２１の断面形状は、側方に突出部２
１ａを有する単なる略方形状となっている。
本実施形態のキャリア１のインナービーム１ｄは、上述した従来の断面略方形状のインナ
ービーム２１に比べて、断面二次極モーメントは同程度であるものの、断面二次モーメン
トが大きくなるように設定されている。具体的には、ねじり（断面二次極モーメント）に
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対する曲げ（断面二次モーメント）の比（断面二次モーメント／断面二次極モーメント）
が、０．７５に設定されている。ちなみに、図１１に示す従来のキャリア２０のインナー
ビームは、ねじり（断面二次極モーメント）に対する曲げ（断面二次モーメント）の比が
０．５７であった。
【００１４】
次に上記構成のディスクブレーキの作用について説明する。
上記構成のディスクブレーキでは、図示せぬブレーキペダルが踏み込まれると、キャリパ
６に装備されたシリンダ６ａに圧油が供給され、ピストン５がシリンダ６ａの外方へ移動
して一方のパッド２をディスク３の一面に圧接し、また、その反力によってキャリパ６の
爪部６ｂで他方のパッド２をディスク３の他面に圧接し、これにより、回転するディスク
３に制動力を与える。
【００１５】
ここで、このディスクブレーキのキャリア１は、インナービーム１ｄのねじり（断面二次
極モーメント）に対する曲げ（断面二次モーメント）の比（断面二次モーメント、／断面
二次極モーメント）が、０．７５に設定されており、図１１に示す従来のディスクブレー
キのキャリア２０のインナービーム２１に比べ、ねじり（断面二次極モーメント）に対す
る曲げ（断面二次モーメント）を高く設定してある。
このようにインナービーム１ｄの断面二次モーメントを大きく設定しているため、同イン
ナービーム１ｄを備えるキャリア１の不拘束状態の基本振動モードは、「ねじれ」につい
ては従来のものとさほど変わらないものの、「曲げ」については強い強度を持つ。
【００１６】
具体的に基本振動モードの固有振動数を調べてみると、図５に示すように、本実施形態の
キャリア１では、ねじれモードの固有振動数が９０６Ｈｚ、曲げモードの固有振動数が１
２９９Ｈｚであり、その差は約３００Ｈｚであった。
図５には比較のため、従来のキャリア２０、並びに変形しやすい箇所を補強したキャリア
（補強キャリア）のそれぞれの特性も同時に示している。
図１１に示した、断面略方形状のインナービーム２１を持つ従来のキャリア２０は、ねじ
れモードの固有振動数が８６９Ｈｚ、曲げモードの固有振動数が１０７４Ｈｚであり、そ
の差は約２００Ｈｚであった。
また、補強キャリアは、ねじれモードの固有振動数が１０９４Ｈｚ、曲げモードの固有振
動数が１２８５Ｈｚであり、その差は約１９０Ｈｚであった。
【００１７】
図５から明らかなように、図１１に示すキャリア２０を有する従来のディスクブレーキで
は、１．８ｋＨｚの鳴き回数は８４回であった。
また、補強キャリアを備えるディスクブレーキでは、多少減少したもののその鳴き回数は
１９回であった。これから、補強キャリアを備えるディスクブレーキでは、補強を施さな
い従来のものに比べて曲げモード及びねじれモードともに高くなっており、両者の固有振
動数の差が大きくなっていないことから、結果的に、剛性が高くなっている割には、鳴き
回数が１９回とそれほどブレーキ鳴きに対しては補強が有効に働いていないことがわかる
。
【００１８】
一方、本実施形態のディスクブレーキでは、上述したように、「ねじり」については従来
のものとさほど変わらないものの、「曲げ」については強い強度を持つキャリア１を備え
ており、これにより、従来のものに比べ、ねじれモードの固有振動数はあまり変わらない
ものの、曲げモードの固有振動数が高くなっている。これにより、ねじれモードと曲げモ
ードの固有振動数の差を３００Ｈｚ以上の大きな値に設定することができる。この結果、
キャリアの基本振動モードが互いに影響し合うことで自励振動が生じるといった現象を未
然に防止でき、低周波の鳴き頻度はわずか１回であった。
【００１９】
他の実施の形態
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図６～図９は、本発明に係るディスクブレーキのインナービームの他の断面形状を示す。
図６はひょうたん型の断面を持つインナービーム３０、図７（ａ），（ｂ）はＴ型の断面
を持つインナービーム３１，３２、図８（ａ），（ｂ）はコ字状断面を持つインナービー
ム３３，３４、図９は長方形型の断面形状を持つインナービーム３５である。いずれも縦
長形状とされており、ねじれ（断面二次極モーメント）に対して曲げ（断面二次モーメン
ト）が比較的高く設定されている。具体的には、ねじり（断面二次極モーメント）に対す
る曲げ（断面二次モーメント）の比（断面二次モーメント／断面二次極モーメント）が、
０．７５以上となるように設定されている。したがって、そのようなインナービームを持
つキャリパでは、不拘束状態の振動モードのうち、ねじれモードと曲げモードの固有振動
数の差が大きくなり、前記した実施の形態と同様に、低周波のブレーキ鳴き現象を抑える
ことができる。
【００２０】
なお、上記した幾つかのインナービームの断面形状はあくまで例示であり、ねじれ（断面
二次極モーメント）に対して曲げ（断面二次モーメント）が比較的高く設定される範囲に
おいて、適宜設計変更可能である。
また、上記実施の形態では、インナービーム１ｄの断面形状を変えることで、キャリア１
の不拘束振動モードのうちの曲げモードとねじれモードのそれぞれの固有振動数の差を約
３００Ｈｚに設定したが、キャリア１他の部分の断面形状を変えて同固有振動数の差を同
程度に設定しても良い。また、固有振動数の差は３００Ｈｚ以上であれば、いくら大きく
しても良い。
【００２１】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１記載の発明によれば、キャリアの不拘束振動モードのう
ちの、曲げモードとねじれモードのそれぞれの固有振動数の差を３００Ｈｚ以上に広げて
いるので、キャリアの基本振動モードが互いに影響し合うことで自励振動が生じるといっ
た現象を未然に防止できる。この結果、他の部品等を付加することなく、またコストや重
量をアップすることなく、ごく簡単な構成で低周波のブレーキ鳴きを大幅に低減させるこ
とが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態のディスクブレーキを示す正面図である。
【図２】　図１のＸーＸ線に沿う断面図である。
【図３】　キャリアの断面図である。
【図４】　キャリアの概略構造を示す模式図である。
【図５】　同ディスクブレーキの特性を示す表であって、従来のディスクブレーキとの比
較を表した図である。
【図６】　本発明の他の実施形態を示すキャリアのインナービームの断面図である。
【図７】　本発明の他の実施形態を示すキャリアのインナービームの断面図である。
【図８】　本発明の他の実施形態を示すキャリアのインナービームの断面図である。
【図９】　本発明の他の実施形態を示すキャリアのインナービームの断面図である。
【図１０】　実験により得た１．８ｋＨｚの鳴き振動モードに存在するキャリアの基本モ
ードを示すもので、（ａ）はねじれモード、（ｂ）は曲げモードを示す図である。
【図１１】　従来のキャリアと断面図である。
【符号の説明】
１　キャリア
１ｄ　インナービーム
２　パッド
３　ディスク
５　ピストン
６　キャリパ
６ａ　シリンダ
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